
事 務 連 絡  

平成３１年４月１９日  

 

 各都道府県消防防災主管部（局） 

 東京消防庁・各指定都市消防本部 

 

 

消防庁消防・救急課  

 

消防職員の公正な採用について 

 

 地方公共団体の職員の公正な採用について、平成３１年４月１２日付け総務省自治

行政局公務員部公務員課事務連絡にて、別添１のとおり、考え方が示されております

のでお知らせします。 

 地方公共団体の職員のうち消防職員についても、その採用試験は、標準職務遂行能

力及び適性の有無の判定を目的とするものであり、受験資格を有する全ての国民に対

して平等の条件で公開されなければならないものです。 

 消防職員の採用に当たって、受験申込書、面接カード等採用関係書類、面接時の質

問や適正検査等において、本籍地・出生地、思想信条、病歴、性的指向・性自認や家

族の職業等、標準職務遂行能力及び適性の判定に必要のない事項の把握を行うことは、

地方公務員法第１３条に規定する平等取扱いの原則に反しているとの疑念を受けか

ねないものです。 

 また、合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の身体検査・健康診断等

については、就職差別につながるおそれがあります。 

 したがって、消防職員の採用試験等について、改めて点検していただくようお願い

します。 

 なお、「公正な採用選考をめざして」（厚生労働省作成。別添２参照）に掲載されて

いる『「採用選考時に配慮すべき事項」～就職差別につながるおそれがある１４事項

～』（Ｐ５～Ｐ１０）は、消防職員の採用においても原則として該当するものであり、

点検に当たっては十分留意願います。 

 消防職員の採用は、面接等において、担当の職員のみならず多くの職員が関わるも

のであり、それらの職員一人一人が、「公正な採用選考」の趣旨を正しく認識した上

で、採用を行わなければなりません。採用に関わる職員に対する啓発等について、更

なる取組をお願いします。 

 貴団体におかれては、この旨十分御理解の上、適切に御対応いただくようお願いし

ますとともに、都道府県におかれては、都道府県内の消防本部に対しても、この旨周

知されるようお願いします。 

 

連絡先 

消防庁消防・救急課 畑中、田村、高木 

電話：０３－５２５３－７５２２ 

e-mail：shokuin@soumu.go.jp 

 

御中 



事 務 連 絡 

平成３１年４月１２日 

各 都 道 府 県 総 務 部 

（人事担当課、市町村担当課、区政課扱い）  

各 指 定 都 市 総 務 局 御中 

（人事担当課扱い） 

各 人 事 委 員 会 事 務 局 

総務省自治行政局公務員部公務員課 

地方公共団体の職員の公正な採用について 

 職員の採用試験は、標準職務遂行能力及び適性の有無の判定を目的とするものであ

り、受験資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならないも

のです。 

 職員の採用に当たって、受験申込書、面接カード等採用関係書類、面接時の質問や

適正検査等において、本籍地・出生地、思想信条、病歴、性的指向・性自認や家族の

職業等、標準職務遂行能力及び適性の判定に必要のない事項の把握を行うことは、地

方公務員法第１３条に規定する平等取扱いの原則に反しているとの疑念を受けかね

ないものです。 

 また、合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の身体検査・健康診断等

については、就職差別につながるおそれがあります。 

 つきましては、全職種の採用試験等について、改めて点検していただくようお願い

します。 

 なお、別途送付するパンフレット「公正な採用選考をめざして」（厚生労働省作成）

に掲載されている『「採用選考時に配慮すべき事項」～就職差別につながるおそれが

ある１４事項～』（Ｐ５～Ｐ１０）は、地方公共団体の職員採用においても原則とし

て該当するものであり、点検に当たっては十分留意願います。 

 職員の採用は、面接等において、担当の職員のみならず多くの職員が関わるもので

あり、それらの職員一人一人が、「公正な採用選考」の趣旨を正しく認識した上で、

採用を行わなければなりません。各地方公共団体におかれては、採用に関わる職員に

対する啓発等について、更なる取組をお願いします。 

 職員への啓発等に当たっては、厚生労働省の協力により、各地方公共団体の要望に

応じ、民間企業における公正採用選考の推進のための各種啓発資料を提供いただける

とともに、民間企業を対象とする研修会に地方公共団体の職員がオブザーバーとして

参加することができますので、これらも積極的に御活用ください。 

 貴都道府県内の市区町村に対しても、この趣旨を御連絡いただくとともに、貴団体

が加入する一部事務組合等はもとより、市区町村のみが加入する一部事務組合等に対

しても、この趣旨が徹底されますよう御配意願います。 

連絡先 

公務員課公務員第四係 包、佐々木 

電話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 

別添１

014710
長方形



（参考資料） 

公正な採用選考のポイント 

 

 

１．公正な採用選考の基本的な考え方 

採用選考に当たっては、以下の２点を基本的な考え方として行うことが大切です。 

（１）応募者の基本的人権を尊重すること 

（２）本人の持つ適性・能力以外のことを採用条件にしないこと 

 

２．採用選考時に配慮すべき事項 

本人の本籍地（出身地）、家族状況（例えば親の職業、片親かどうかなど）、思想

信条などの事項を、応募用紙・作文などによって把握したり、面接において尋ねるこ

とは就職差別につながるおそれがあります。 

たとえそれらの事項によって差別するつもりがないとしても、把握されれば採用選

考の判断に影響を与える可能性がありますし、尋ねられたくない本人にとっては大変

なショックとなります（職業安定法第５条の４及びその指針（平成11年労働省告示第141

号）においては、求職者の個人情報保護の観点から、社会的差別の原因となるおそれの

ある個人情報などの収集の禁止が定められております。） 

このため、応募書類の使用や面接等を行うに当たっては、以下の配慮が必要です。 

（１）適正な応募書類 

応募用紙については、就職差別につながるおそれのある事項（本籍地・家族状

況・思想信条等）が含まれていないようなものを使用する必要があります。この

ため、新規高卒者については「全国高等学校統一応募書類」を用いることとされ

ています。また大卒者については「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」

を踏まえた応募用紙を、一般応募者については JIS 規格の履歴書を利用すること

が推奨されています。 

（２）面接等における注意 

面接においても、就職差別につながるおそれのある事項を尋ねないように留意

します。 

（３）作文など 

本人に作文などを書かせる場合、就職差別につながるおそれのある事項をテー

マとしないように留意します。 

 

３．ハローワークによる啓発事業 

ハローワークでは、民間企業に対して、公正な採用選考が行われるよう各種啓発資

料を配付しております。また一定規模以上の企業に対しては、企業内での公正な採用

選考の推進役としての「公正採用選考人権啓発推進員」の選任をお願いし、この推進

員の方のための研修会を定期的に実施しております。 



（参 考） 

職就発 1218 第１号 

平成 21 年 12 月 18 日 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課長 殿 

 

厚生労働省職業安定局就労支援室長 

   （公 印 省 略） 

 

 

地方公共団体の職員の公正採用選考について 

 

 

就職の機会均等を確保するための雇用主における公正採用選考の推進については、憲

法に規定される職業選択の自由や法の下の平等などの理念を実現するための重要な課題

の一つとされているところであり、厚生労働省としてはこれまでも民間企業に対して各

種の啓発指導を行ってきているところです。 

また、地方公共団体におかれましても、職員の公正採用選考に取り組んでいただいて

いるところであると承知しております。 

こうした中、民間企業と地方公共団体の双方において公正採用選考の実現が図られつつ

あると考えておりますが、その一方で、民間企業においては就職差別につながるおそれ

のある事象がいまだ相当件数発生しているところです。 

厚生労働省としては、民間企業における公正採用選考の実現に向けて参考資料に整理し

たポイントにより今後ともなお一層の取組みを進めていくこととしておりますが、地方

公共団体におかれましても、民間企業の取組みに対して大きな影響力を有していること

に鑑み、取組みが図られますよう、特段のご配慮をお願い申し上げる次第です。 

なお、地方公共団体のご要望があれば､民間企業に対する各種啓発資料をご提供申し上

げることや、民間企業の「公正採用人権啓発推進員」を対象とする研修会にオブザーバ

ー参加をいただくことなどが可能ですので、お近くハローワークや都道府県労働局にご

連絡いただければ幸いです。 
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084289.html










